
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

序 
 
 
 

文

戰
後
急
速
に
普
及
發
達
し
た
ス
ポ
ー
ツ
に
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
が
あ
る
。
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
は
最
初
印
度
に
起
こ
っ
た
も
の
で

あ
る
が
、
そ
の
後
英
米
等
に
盛
と
な
り
又
南
方
諸
國
で
も
盛
に
行
は
れ
た
。
我
が
國
で
も
戰
前
一
部
愛
好
者
の
間
に
行
わ

れ
て
ゐ
た
が
そ
の
範
囲
は
極
く
局
限
さ
れ
て
ゐ
た
。
然
る
に
終
戰
後
南
方
帰
還
者
の
手
に
よ
っ
て
各
方
面
に
急
激
な
普
及

を
見
た
。
今
日
で
は
日
本
全
国
殆
ど
い
た
る
所
に
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
競
技
が
見
ら
れ
、
全
国
的
な
競
技
機
關
と
し
て
日
本
バ

ド
ミ
ン
ト
ン
協
會
が
結
成
さ
れ
、
支
部
の
數
も
二
十
に
近
い
。

今
後
益
々
隆
盛
と
な
る
べ
き
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
の
為
に
正
し
い
競
技
の
あ
り
方
を
示
す
も
の
と
し
て
正
規
の
規
則
書
は
何

よ
り
も
要
望
せ
ら
れ
る
。
殊
に
か
う
し
た
国
際
的
な
ス
ポ
ー
ツ
で
は
特
に
然
り
で
あ
る
。
今
回
日
本
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
協
會

は
各
方
面
の
要
望
に
応
へ
る
為
め
こ
の
規
則
書
を
刊
行
し
た
。
そ
れ
は
最
近
に
お
け
る
国
際
規
則
の
翻
譯
で
あ
る
。
之
に

よ
っ
て
正
し
い
競
技
を
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
愛
好
者
に
知
っ
て
貰
い
、
更
に
進
ん
で
は
我
国
の
競
技
が
世
界
の
水
準
に
ま
で
達

す
る
日
の
近
い
事
を
期
待
し
た
い
。
既
に
他
の
ス
ポ
ー
ツ
に
於
て
世
界
の
水
準
に
近
い
我
国
で
、
こ
の
国
情
と
国
民
性
に

適
し
た
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
が
世
界
的
な
競
技
と
し
て
誓
い
将
来
に
世
界
の
檜
舞
台
に
活
躍
す
べ
き
事
は
決
し
て
夢
想
で
は
あ

る
ま
い
。
こ
の
希
望
と
期
待
と
を
以
て
我
々
は
こ
の
規
則
書
を
世
に
贈
る
も
の
で
あ
る
。

 
 
 

昭
和
二
十
四
年
三
月

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

日
本
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
協
會
會
長
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九
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ロ
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準
拠
と
手
書
き
）

 
 
 
 

コ

ー

ト

第
一
条

第
一
項 

 

コ
ー
ト
は
Ａ
圖
の
如
く
規
定
す
る
。
但
し
第
二
項
の
場
合
を
除
く
。

ラ
イ
ン
は
一
吋
半
の
巾
で
白
、
黒
或
は
他
の
明
瞭
な
る
線
で
引
く
。
コ
ー
ト
を
作
る
に
あ
た
っ
て
、
セ
ン

タ
ー
ラ
イ
ン
の
巾
（
一
吋
半
）
は
左
右
の
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ト
に
平
等
に
分
割
さ
れ
る
。

 
 
 
 
 

シ
ョ
ー
ト
サ
ー
ビ
ス
ラ
イ
ン
と
ロ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
ラ
イ
ン
の
巾
（
各
一
吋
半
）
は
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ト
の
規

定
の
長
さ
（
一
三
吋
）
以
内
に
、
他
の
凡
て
の
周
囲
の
ラ
イ
ン
の
巾
（
各
一
吋
半
）
は
規
定
の
長
さ
以
内

に
引
く
。（
註

一
吋
は
二
．
五
四
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
）

第
二
項 
 

ダ
ブ
ル
ス
の
コ
ー
ト
を
つ
く
る
だ
け
の
広
さ
が
な
い
場
合
は
Ｂ
に
示
し
た
如
く
に
シ
ン
グ
ル
ス
の
コ
ー
ト

を
作
る
。
こ
の
場
合
後
方
の
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
ラ
イ
ン
は
ロ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
ラ
イ
ン
に
な
り
規
則
第
二
條
の

如
き
ポ
ス
ト
或
い
は
ス
ト
リ
ッ
プ
は
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
上
に
立
て
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

三



四

 
 
 
 

ポ

ス

ト

第
二
條 

 
ポ
ス
ト
は
床
か
ら
五
呎
一
吋
の
高
さ
で
第
三
条
に
示
す
が
如
き
ネ
ッ
ト
を
十
分
に
し
っ
か
り
と
保
つ
様
に

し
コ
ー
ト
の
サ
イ
ド
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
ラ
イ
ン
の
上
に
立
て
る
。
こ
れ
が
出
来
な
い
場
合
に
は
ネ
ッ
ト
の
下

を
通
過
す
る
サ
イ
ド
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
ラ
イ
ン
の
位
置
を
示
す
何
等
か
の
方
法
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

即
ち
一
吋
半
以
下
の
薄
い
ポ
ス
ト
か
ス
ト
リ
ッ
プ
を
用
ひ
サ
イ
ド
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
ラ
イ
ン
に
固
定
さ
せ
ネ

ッ
ト
の
紐
に
垂
直
に
立
て
る
、
ダ
ブ
ル
ス
の
た
め
に
作
ら
れ
た
コ
ー
ト
に
之
が
用
ひ
ら
れ
る
場
合
に
は
シ

ン
グ
ル
ス
、
ダ
ブ
ル
ス
に
拘
わ
ら
ず
ダ
ブ
ル
ス
コ
ー
ト
の
サ
イ
ド
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
ラ
イ
ン
の
上
に
か
か
れ

な
く
て
は
な
ら
な
い
。    

 
 
 
 

ネ

ッ

ト 
 

第
三
條

 
 

ネ
ッ
ト
は
四
分
の
三
吋
の
網
目
の
し
な
や
か
な
紐
で
作
り
両
ポ
ス
ト
に
し
っ
か
り
と
張
り
そ
の
巾
は
二
呎

 
 

六
吋
と
す
。

 
 

ネ
ッ
ト
の
高
さ
は
セ
ン
タ
ー
の
所
で
床
か
ら
五
呎
、
ポ
ス
ト
の
所
で
五
呎
一
吋
で
三
吋
の
二
重
の
白
い
帯

で
線
を
付
け
そ
の
線
の
中
に
日
も
又
は
索
條
を
通
し
ポ
ス
ト
に
張
る
。

 
 
 

シ

ャ

ト

ル

第
四
条

 
 

シ
ャ
ト
ル
は
重
さ
四
・
七
三
瓦
（
七
三
グ
レ
ン
）
乃
至
五
・
三
七
瓦
（
八
五
グ
レ
ン
）
直
径
一
吋
―
一
吋
八

 
 

    

分
の
一
の
コ
ル
ク
に
十
四
―
十
六
枚
の
羽
根
を
つ
け
た
も
の
と
す
る
。
羽
根
の
長
さ
二
吋
二
分
の
一
乃
至

二
吋
四
分
の
三
で
先
端
に
於
て
二
吋
八
分
の
一
乃
至
二
吋
二
分
の
一
位
擴
が
り
糸
か
他
の
適
当
な
も
の
で
し

っ
か
り
し
ば
る
。

 
 
 
 
 

高
い
所
と
か
気
候
と
か
の
大
気
の
條
件
の
加
は
る
場
所
で
は
標
準
の
シ
ャ
ト
ル
で
は
不
適
当
な
場
合
こ
の
規

則
に
対
し
て
特
例
が
本
協
會
の
認
可
に
從
っ
て
な
さ
れ
る
。
普
通
の
力
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
バ
ッ
ク
バ
ウ
ン
ダ

リ
ー
ラ
イ
ン
の
上
で
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
平
衡
す
る
方
向
に
然
も
上
に
む
か
っ
て
下
手
打
（
ア
ン
ダ
ー
ハ
ン
ド

ス
ト
ロ
ー
ク
）
で
打
ち
上
げ
ら
れ
た
時
向
ひ
側
の
バ
ッ
ク
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
ラ
イ
ン
の
手
前
一
吋
以
上
二
吋
六

吋
以
下
に
落
ち
た
な
ら
ば
そ
の
シ
ャ
ト
ル
は
正
當
な
も
の
と
見
做
さ
れ
る
。

 
 

プ
レ
ー
ヤ
ー

第
五
條 

 

第
一
項

プ
レ
ー
ヤ
ー
と
は
ゲ
ー
ム
に
参
加
す
る
凡
て
の
人
を
意
味
す
る
。

第
二
項

ゲ
ー
ム
は
ダ
ブ
ル
ス
の
場
合
各
個
二
人
宛
シ
ン
グ
ル
ス
の
場
合
各
個
一
人
宛
で
な
さ
れ
る
。

第
三
項

サ
ー
ブ
す
る
権
利
を
有
す
る
側
が
イ
ン
サ
イ
ド
と
稱
し
反
対
の
サ
イ
ド
を
ア
ウ
ト
サ
イ
ド
と
稱
す
。

ト 
 
 

ス

第
六
條 

 

試
合
開
始
に
先
立
ち
両
サ
イ
ド
は
ト
ス
を
行
ひ
ト
ス
を
得
た
サ
イ
ド
が
次
の
選
擇
を
す
。

 
 
 
 
 

ａ

最
初
に
サ
ー
ビ
ス
を
す
る
か
し
な
い
か
。

 
 
 
 
 

ｂ

エ
ン
ド
（
コ
ー
ト
）
を
選
ぶ
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

五



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

六

ト
ス
を
失
っ
た
サ
イ
ド
は
、
残
っ
た
何
れ
か
を
選
ぶ
。

 
 
 
 

ス
コ
ア
リ
ン
グ

第
七
条

第
一
項

ダ
ブ
ル
ス
ゲ
ー
ム
と
男
子
の
ゲ
ー
ム
の
ス
コ
ア
リ
ン
グ
は
協
定
に
よ
り
十
五
點
或
は
二
十
一
點
と
す
但
し

十
五
點
の
ゲ
ー
ム
で
ス
コ
ア
が
十
三
オ
ー
ル
に
な
っ
た
時
は
先
に
十
三
に
達
し
た
サ
イ
ド
が
五
ポ
イ
ン
ト

ゲ
ー
ム
に
す
る
か
或
は
ス
コ
ア
が
十
四
オ
ー
ル
に
な
っ
た
時
は
先
に
十
四
に
達
し
た
サ
イ
ド
が
三
ポ
イ
ン

ト
ゲ
ー
ム
を
す
る
か
を
選
擇
（
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
）
す
る
こ
と
が
出
来
る
、
ゲ
ー
ム
が
五
點
又
は
三
點
と
決
定

さ
れ
た
場
合
に
は
ラ
ブ
オ
ー
ル
を
宣
告
し
最
初
に
五
點
又
は
三
點
を
取
っ
た
者
を
以
て
そ
の
ゲ
ー
ム
の
勝

者
と
す
る
。
以
上
の
何
れ
か
の
場
合
に
於
て
も
そ
の
宣
言
は
十
三
オ
ー
ル
又
は
十
四
オ
ー
ル
に
達
し
た
直
後

の
最
初
の
サ
ー
ビ
ス
を
行
ふ
以
前
に
之
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
十
一
點
ゲ
ー
ム
の
場
合
に
も
十

九
點
と
二
十
點
か
に
十
三
點
と
十
四
點
の
時
と
同
様
の
ス
コ
ア
リ
ン
グ
が
な
さ
れ
る
。

第
二
項

婦
人
の
シ
ン
グ
ル
ス
ゲ
ー
ム
は
十
一
點
と
す
、
ス
コ
ア
が
九
オ
ー
ル
に
な
っ
た
場
合
に
は
九
點
に
先
に
達
し

た
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
ゲ
ー
ム
を
三
點
に
す
る
か
或
は
ス
コ
ア
が
十
オ
ー
ル
に
な
っ
た
場
合
に
は
先
に
十
點
に
達

し
た
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
ゲ
ー
ム
を
二
ポ
イ
ン
ト
に
す
る
か
を
選
擇
す
る
こ
と
が
出
来
る

第
三
項

最
初
の
機
會
に
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
の
選
擇
を
し
な
か
っ
た
側
は
再
び
機
會
を
得
た
時
で
も
出
来
な
い
。

第
四
項

ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
ゲ
ー
ム
に
於
て
は
セ
ッ
テ
ィ
ン
グ
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

第
八
条

競
技
者

プ

レ
ー

ヤ
ー

は
三
ゲ
ー
ム
ス
の
勝
負
を
行
ふ
プ
レ
ー
ヤ
ー
は
二
回
目
の
ゲ
ー
ム
の
始
め
及
び
三
回
目
（
若
し
あ
れ

ば
）
の
ゲ
ー
ム
の
始
め
に
も
エ
ン
ド
を
か
へ
る
。
三
回
目
の
ゲ
ー
ム
で
は
次
の
様
な
す
コ
ア
に
達
し
た
時
に

エ
ン
ド
を
か
へ
る
。

 
 
 
 
 

ａ

十
五
點
ゲ
ー
ム
の
時
に
は
八
點
。

 
 
 
 
 

ｂ

十
一
點
ゲ
ー
ム
の
時
に
は
六
點
。

 
 
 
 
 

ｃ

二
十
一
點
ゲ
ー
ム
の
時
に
は
十
一
點
。

 
 
 
 
 

ハ
ン
デ
ィ
キ
ャ
ッ
プ
ゲ
ー
ム
の
あ
る
場
合
に
は
一
方
が
ゲ
ー
ム
に
勝
つ
に
必
要
な
全
点
數
の
半
數
を
得
た
時

か
へ
る
。（
偶
數
の
場
合
は
そ
の
上
の
數
を
と
る
）

 
 
 
 
 

若
し
も
不
注
意
で
こ
の
規
則
に
示
し
た
様
な
ス
コ
ア
に
な
っ
た
時
に
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
エ
ン
ド
を
變
へ
な
か
っ

た
時
に
は
誤
り
に
気
が
つ
い
た
時
に
直
ち
に
エ
ン
ド
を
變
へ
、
ス
コ
ア
は
そ
の
ま
ま
と
す
る
。

 
 
 
 

ダ
ブ
ル
ス
プ
レ
ー

第
九
条

第
一
項

ど
ち
ら
側
が
サ
ー
ビ
ス
を
打
つ
か
を
決
定
し
た
な
ら
そ
の
サ
イ
ド
の
右
側
の
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ト
の
プ
レ
ー

ヤ
ー
が
對
角
線
上
に
あ
る
反
對
側
の
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ト
に
サ
ー
ビ
ス
し
て
ゲ
ー
ム
を
開
始
す
る
。
若
し
レ
シ

ー
バ
ー
が
シ
ャ
ト
ル
が
床
に
触
れ
る
前
に
返
し
た
時
、
さ
ら
に
イ
ン
サ
イ
ド
の
一
人
に
依
っ
て
か
へ
さ
れ
次

ぎ
に
ア
ウ
ト
サ
イ
ド
の
一
人
に
よ
っ
て
返
さ
れ
フ
ォ
ル
ト
に
な
る
か
或
い
は
シ
ャ
ト
ル
が
イ
ン
プ
レ
イ
で

な
く
な
る
ま
で
續
け
て
行
く
（
第
二
項
参
照
）
も
し
も
フ
ォ
ル
ト
が
イ
ン
サ
イ
ド
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
な
ら

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

七



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

八

 
 
 
 
 

ば
サ
ー
バ
ー
の
側
が
ア
ウ
ト
に
な
る
。
最
初
の
イ
ン
ニ
ン
グ
で
そ
の
サ
イ
ド
が
ゲ
ー
ム
を
始
め
る
の
は
唯
一

回
だ
け
と
な
る
（
第
十
一
條
参
照
）
そ
し
て
反
對
側
の
右
側
の
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ト
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
サ
ー
バ

ー
と
な
る
。
然
し
サ
ー
ビ
ス
が
返
え
さ
れ
な
か
っ
た
り
ア
ウ
ト
サ
イ
ド
に
よ
っ
て
フ
ォ
ル
ト
が
な
さ
れ
た
場

合
に
は
イ
ン
サ
イ
ド
が
一
點
を
得
る
、
次
い
で
イ
ン
サ
イ
ド
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
互
い
に
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ト
を

変
わ
り
今
度
は
左
側
の
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ト
か
ら
反
對
側
の
對
角
線
上
の
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ト
に
い
る
プ
レ
ー
ヤ

ー
に
サ
ー
ビ
ス
が
な
さ
れ
る
、
一
方
が
イ
ン
を
續
け
て
い
る
間
は
サ
ー
ビ
ス
は
交
互
に
各
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ト

か
ら
對
角
線
上
に
あ
る
反
對
側
の
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ト
に
向
か
っ
て
な
さ
れ
る
。
こ
の
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ト
を
變

へ
る
事
は
イ
ン
サ
イ
ド
が
得
點
を
得
た
場
合
に
限
る
。

第
二
項

各
イ
ニ
ン
グ
の
最
初
の
サ
ー
ビ
ス
は
右
側
の
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ト
か
ら
な
さ
れ
る
、
サ
ー
ビ
ス
は
シ
ャ
ト
ル
が

サ
ー
バ
ー
の
ラ
ケ
ッ
ト
で
打
た
れ
た
時
に
始
ま
る
。

 
 
 
 
 

シ
ャ
ト
ル
は
そ
の
後
床
に
觸
れ
る
ま
で
或
は
フ
ォ
ル
ト
か
レ
ッ
ト
が
起
こ
る
イ
ン
プ
レ
イ
で
あ
る
。

 
 
 
 
 

サ
ー
ビ
ス
が
行
わ
れ
た
後
は
サ
ー
バ
ー
と
レ
シ
ー
バ
ー
は
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
ラ
イ
ン
に
關
係
な
く
ネ
ッ
ト
を
境

と
し
て
自
分
の
サ
イ
ド
に
於
て
い
か
な
る
位
置
を
と
っ
て
も
よ
い
。

第
十
條 

 

サ
ー
ブ
さ
れ
た
プ
レ
ー
ヤ
ー
（
レ
シ
ー
バ
ー
）
が
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
前
に
シ
ャ
ト
ル
に
パ
ー
ト
ナ
ー
が
觸

は
る
か
或
は
打
ち
返
さ
れ
た
時
は
イ
ン
サ
イ
ド
が
一
點
を
數
へ
る
、
如
何
な
る
プ
レ
ー
ヤ
ー
も
同
一
の
ゲ
ー

ム
に
於
二
回
連
続
し
て
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る
こ
と
は
出
来
な
い
、
即
ち
交
互
に
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
十
一
條

ゲ
ー
ム
を
は
じ
め
る
サ
イ
ド
は
最
初
の
イ
ン
ニ
ン
グ
で
は
一
回
だ
け
で
あ
る
。
そ
の
後
の
イ
ン
ニ
ン
グ
で

は
總
て
各
サ
イ
ド
の
各
パ
ー
ト
ナ
ー
が
一
回
だ
け
ゲ
ー
ム
（
サ
ー
ビ
ス
の
意
味
）
を
は
じ
め
續
い
て
夫
々

の
パ
ー
ト
ナ
ー
の
サ
ー
ビ
ス
が
行
は
れ
る
、
ゲ
ー
ム
に
勝
ち
を
得
た
サ
イ
ド
は
常
に
次
ぎ
の
ゲ
ー
ム
で
最

初
に
サ
ー
ビ
ス
を
す
る
。
即
ち
勝
者
の
何
れ
か
が
サ
ー
ビ
ス
を
し
負
け
た
方
の
何
れ
か
ゞ
レ
シ
ー
ブ
す
る

こ
と
に
な
る
。

第
十
二
條 

 

プ
レ
ー
ヤ
ー
が
順
番
で
な
い
の
に
サ
ー
ビ
ス
を
し
た
り
或
は
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ト
を
間
違
っ
て
サ
ー
ビ
ス
を

し
得
點
を
し
た
時
に
は
レ
ッ
ト
に
な
る
。
そ
の
レ
ッ
ト
は
次
ぎ
の
サ
ー
ビ
ス
が
打
た
れ
る
前
に
要
求
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
若
し
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
間
違
っ
た
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ト
に
立
っ
て
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
そ

の
サ
イ
ド
が
勝
っ
た
時
は
レ
ッ
ト
に
な
る
、
そ
の
レ
ッ
ト
は
次
ぎ
の
サ
ー
ビ
ス
が
打
た
れ
る
前
に
要
求
さ

れ
又
は
許
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
不
注
意
に
サ
イ
ド
を
變
更
し
そ
の
間
違
ひ
が
次
ぎ

の
サ
ー
ビ
ス
が
な
さ
れ
る
後
ま
で
発
見
さ
れ
な
か
っ
た
場
合
に
は
そ
の
間
違
ひ
は
正
當
と
認
め
ら
れ
レ
ッ

ト
は
要
求
さ
れ
な
い
。

 
 
 

シ
ン
グ
ル
ス
プ
レ
イ

第
十
三
條

シ
ン
グ
ル
ス
で
は
規
則
第
九
條
よ
り
第
十
二
條
ま
で
の
適
用
を
受
く
、
但
し
次
ぎ
の
場
合
を
除
く
。

第
一
項

サ
ー
バ
ー
の
得
點
が
０
の
時
も
し
く
は
試
合
中
に
偶
數
の
得
點
を
し
た
時
は
プ
レ
ー
ヤ
ー
は
夫
々
右
側

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

九



一
〇

サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ト
よ
り
サ
ー
ビ
ス
を
し
、
レ
シ
ー
ブ
を
す
、
若
し
サ
ー
バ
ー
が
奇
数
の
得
點
を
し
た
時
は

プ
レ
ー
ヤ
ー
は
夫
々
左
側
の
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ト
に
て
サ
ー
ビ
ス
を
し
、
又
レ
シ
ー
ブ
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

第
二
項

両
プ
レ
ー
ヤ
ー
は
得
點
毎
に
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ト
を
變
へ
る
。

 
 
 
 

フ

ォ

ル

ト

第
十
四
條 

 

イ
ン
サ
イ
ド
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
フ
ォ
ル
ト
を
す
る
と
サ
ー
バ
ー
を
交
代
す
る
ア
ウ
ト
サ
イ
ド
の
プ
レ
ー
ヤ

ー
が
フ
ォ
ル
ト
を
す
る
と
イ
ン
サ
イ
ド
が
一
點
を
得
る
。

 
 
 
 
 
 

次
の
場
合
は
フ
ォ
ル
ト
で
あ
る
。

 
 

第
一
項

サ
ー
ビ
ス
を
す
る
時
シ
ャ
ト
ル
が
サ
ー
バ
ー
の
腰
よ
り
高
い
所
で
打
た
れ
た
時
又
は
ラ
ケ
ッ
ト
の
頭
の
ど

の
部
分
も
シ
ャ
ト
ル
を
打
っ
た
瞬
間
に
ラ
ケ
ッ
ト
を
持
っ
た
サ
ー
バ
ー
の
手
よ
り
も
高
く
出
た
場
合
。

第
二
項

サ
ー
ビ
ス
の
時
シ
ャ
ト
ル
が
違
っ
た
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ト
に
落
ち
た
場
合
（
即
ち
サ
ー
バ
ー
の
對
角
線
上
の

相
手
側
の
コ
ー
ト
で
な
い
コ
ー
ト
に
落
ち
た
場
合
）
又
シ
ョ
ー
ト
サ
ー
ビ
ス
ラ
イ
ン
に
達
せ
ず
或
は
ロ
ン

グ
サ
ー
ビ
ス
ラ
イ
ン
を
越
え
或
は
サ
ー
ビ
ス
を
し
よ
う
と
す
る
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ト
の
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
の
外

に
落
ち
た
場
合
。

第
三
項

サ
ー
バ
ー
の
兩
足
が
サ
ー
ビ
ス
を
す
る
時
サ
ー
ビ
ス
す
る
こ
と
に
決
め
ら
れ
て
い
る
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ト

内
に
な
い
時
、
若
し
く
は
レ
シ
ー
ブ
す
る
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
兩
足
が
サ
ー
ビ
ス
が
さ
れ
る
ま
で
對
角
線
上
の

サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ト
内
に
あ
ら
ざ
る
時
。（
規
則
第
十
六
條
参
照
）

第
四
項

サ
ー
ビ
ス
の
な
さ
れ
る
前
、
或
は
サ
ー
ビ
ス
の
な
さ
れ
る
時
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
相
手
を
瞞
し
た
り
或
は
意
識

的
に
邪
魔
し
た
時
。

 
 

第
五
項

サ
ー
ビ
ス
の
時
若
し
く
は
プ
レ
イ
の
最
中
に
シ
ャ
ト
ル
が
コ
ー
ト
の
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
外
に
落
ち
ネ
ッ
ト
を

く
ゞ
り
、
屋
根
、
周
囲
の
壁
に
觸
れ
、
或
は
側
に
居
る
人
や
プ
レ
ー
ヤ
ー
の
着
物
に
觸
れ
た
時
（
ラ
イ
ン

上
に
落
ち
た
シ
ャ
ト
ル
は
そ
の
ラ
イ
ン
か
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
と
な
っ
て
ゐ
る
コ
ー
ト
或
は
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ト

内
に
落
ち
た
も
の
と
看
做
さ
れ
る
）

 
 

第
六
項

シ
ャ
ト
ル
が
進
行
中
ネ
ッ
ト
を
横
切
る
前
に
相
手
側
に
よ
っ
て
打
た
れ
た
場
合
、
（
然
し
打
っ
た
後
に
ラ

ケ
ッ
ト
が
ネ
ッ
ト
を
越
し
て
シ
ャ
ト
ル
を
追
ふ
こ
と
は
許
さ
れ
る
）

 
 

第
七
項

シ
ャ
ト
ル
が
進
行
中
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
ラ
ケ
ッ
ト
又
は
体
、
着
物
で
ネ
ッ
ト
或
は
そ
れ
を
支
え
て
ゐ
る
も
の

に
觸
れ
た
時
。

 
 

第
八
項

シ
ャ
ト
ル
が
同
一
プ
レ
ー
ヤ
ー
に
よ
っ
て
連
續
二
回
打
た
れ
た
り
、
一
人
の
プ
レ
ー
ヤ
ー
と
そ
の
パ
ー
ト

ナ
ー
に
よ
っ
て
続
け
て
打
た
れ
た
時
或
は
は
っ
き
り
と
打
た
れ
な
か
っ
た
時
（
解
説
二
参
照
）

 
 

第
九
項

試
合
中
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
シ
ャ
ト
ル
を
打
っ
た
場
合
（
そ
れ
に
よ
っ
て
よ
く
返
さ
な
か
っ
た
時
）
又
は
シ
ャ

ト
ル
が
プ
レ
ー
ヤ
ー
に
当
た
っ
た
場
合
、
コ
ー
ト
の
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
の
中
に
立
っ
て
ゐ
た
か
居
な
か
っ
た

か
に
は
關
係
な
し
。

 
 

第
十
項

プ
レ
ー
ヤ
ー
が
相
手
を
妨
害
し
た
時
。

 
 

第
十
一
項

規
則
第
十
六
條
が
犯
さ
れ
た
場
合
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
一



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
二

 
 
 
 

一

般

規

定

第
十
五
条

サ
ー
バ
ー
は
相
手
が
レ
シ
ー
ブ
の
用
意
を
す
る
ま
で
サ
ー
ブ
す
る
こ
と
が
出
来
な
い
。
但
し
相
手
が
サ
ー
ビ

ス
を
返
そ
う
と
し
た
時
は
用
意
し
た
も
の
と
看
做
さ
れ
る
。

第
十
六
條

サ
ー
バ
ー
と
レ
シ
ー
バ
ー
は
夫
々
の
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ト
内
に
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
（
シ
ョ
ー
ト
サ
ー
ビ
ス
ラ

イ
ン
、
ロ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
ラ
イ
ン
、
セ
ン
タ
ー
ラ
イ
ン
、
サ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
か
こ
ま
れ
た
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ト

内
）
そ
し
て
こ
れ
ら
の
両
脚
の
一
部
は
サ
ー
ビ
ス
が
す
む
ま
で
静
止
の
状
態
に
於
て
床
に
つ
け
て
い
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
サ
ー
ビ
ス
の
場
合
或
は
レ
シ
ー
ブ
の
場
合
足
が
ラ
イ
ン
上
或
は
ラ
イ
ン
に
觸
れ
て
ゐ
る
と
サ

ー
ビ
ス
コ
ー
ト
の
外
側
あ
り
と
看
做
さ
れ
る
（
第
十
四
條
第
三
項
参
照
）

 
 
 
 
 

そ
れ
ぞ
れ
の
パ
ー
ト
ナ
ー
は
如
何
な
る
位
置
を
と
っ
て
も
よ
い
。
但
し
相
手
を
見
え
な
く
し
た
り
邪
魔
し
た

り
し
て
は
な
ら
な
い
。

第
十
七
條

サ
ー
ビ
ス
の
時
シ
ャ
ト
ル
が
ネ
ッ
ト
に
觸
れ
た
場
合
は
レ
ッ
ト
と
な
り
サ
ー
ビ
ス
は
改
め
て
な
さ
れ
る
。

 
 
 
 
 

打
合
の
途
中
で
シ
ャ
ト
ル
が
ネ
ッ
ト
に
觸
れ
て
越
え
た
場
合
に
は
そ
れ
は
其
の
ま
ま
續
行
、
返
球
の
時
シ
ャ

ト
ル
が
ポ
ス
ト
の
外
側
を
通
過
し
て
も
反
對
側
の
こ
ー
と
の
バ
ウ
ン
ダ
リ
ー
ラ
イ
ン
上
若
し
く
は
内
側
に
落

ち
て
も
よ
い
。
レ
ッ
ト
は
予
期
せ
ざ
る
偶
然
的
な
障
害
に
對
し
て
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
に
よ
っ
て
与
え
ら
れ
る
。

 
 
 
 
 

サ
ー
ビ
ス
の
時
シ
ャ
ト
ル
が
ネ
ッ
ト
の
ト
ッ
プ
に
あ
た
り
そ
の
後
レ
シ
ー
バ
ー
が
之
を
打
っ
た
り
触
れ
た
り

 
 
 
 
 

し
た
場
合
は
シ
ャ
ト
ル
が
正
當
な
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ト
に
落
つ
べ
き
も
の
と
考
へ
レ
ッ
ト
と
す
る
サ
ー
ビ
ス
の

時
又
は
打
合
中
シ
ャ
ト
ル
が
ネ
ッ
ト
を
越
え
た
後
ネ
ッ
ト
に
觸
っ
た
り
ネ
ッ
ト
の
上
に
乗
っ
た
り
ネ
ッ
ト
に

か
か
っ
た
り
し
た
時
は
レ
ッ
ト
と
な
る
其
の
回
は
無
効
と
と
し
レ
ッ
ト
と
な
っ
た
時
最
終
に
サ
ー
ビ
ス
し
て

い
た
プ
レ
ー
ヤ
ー
が
再
び
サ
ー
ビ
ス
を
す
る
。

第
十
八
條

サ
ー
バ
ー
が
サ
ー
ビ
ス
を
し
や
う
と
し
て
シ
ャ
ト
ル
を
落
と
し
た
場
合
は
フ
ォ
ル
ト
に
な
ら
な
い
が
シ
ャ
ト

ル
が
ラ
ケ
ッ
ト
に
觸
れ
ゝ
ば
サ
ー
ビ
ス
が
打
た
れ
た
こ
と
に
な
る
。

第
十
九
條

試
合
中
シ
ャ
ト
ル
が
ネ
ッ
ト
に
り
ひ
っ
か
ゝ
っ
た
場
合
、
又
は
ネ
ッ
ト
に
當
っ
て
打
者
（
ス
ト
ラ
イ
カ
ー
）

の
サ
イ
ド
に
跳
ね
返
っ
て
落
ち
て
か
ら
又
は
コ
ー
ト
の
外
側
の
床
に
落
ち
て
か
ら
後
に
相
手
が
ラ
ケ
ッ
ト
や

体
、
着
物
で
ネ
ッ
ト
又
は
シ
ャ
ト
ル
に
觸
れ
た
時
は
レ
ッ
ト
に
な
ら
ず
、
そ
の
時
の
シ
ャ
ト
ル
は
イ
ン
プ
レ

イ
に
な
ら
な
い
。

第
二
十
條

プ
レ
ー
ヤ
ー
が
ネ
ッ
ト
の
極
く
近
く
で
下
へ
シ
ャ
ト
ル
を
打
つ
様
な
場
合
に
は
相
手
は
シ
ャ
ト
ル
が
ラ
ケ
ッ

ト
か
ら
跳
ね
返
る
や
う
に
、
ネ
ッ
ト
近
く
で
ラ
ケ
ッ
ト
を
高
く
あ
げ
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
は
規
則
第
十
四

條
第
十
項
の
意
味
で
妨
害
と
な
る
、
但
し
プ
レ
ー
ヤ
ー
は
相
手
方
の
妨
害
と
な
ら
な
い
限
り
に
於
て
顔
を
防

ぐ
た
め
に
ラ
ケ
ッ
ト
を
差
し
上
げ
る
こ
と
が
出
来
る
。

第
二
十
一
条

ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
は
フ
ォ
ル
ト
や
レ
ッ
ト
の
生
じ
た
時
プ
レ
ー
ヤ
ー
か
ら
訴
へ
が
な
く
と
も
こ
れ
を
宣
言
す

る
義
務
を
有
し
、
又
、
解
決
の
つ
か
な
い
點
に
關
す
る
訴
へ
に
裁
決
を
與
え
る
義
務
を
有
す
る
。
但
し
そ
れ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
三



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
四

は
次
の
サ
ー
ビ
ス
の
打
た
れ
る
前
に
な
さ
れ
る
こ
と
を
要
す
又
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
は
随
意
に
ラ
イ
ン
ズ
マ
ン
を

指
名
す
る
義
務
を
有
す
。
ア
ン
パ
イ
ヤ
ー
の
決
定
は
最
終
の
も
の
で
あ
る
が
ラ
イ
ン
ズ
マ
ン
の
決
定
を
確
認

す
べ
き
で
あ
る
。
レ
フ
ェ
リ
ー
が
指
名
さ
れ
て
ゐ
る
場
合
は
規
則
に
關
す
る
疑
問
に
つ
い
て
の
み
ア
ン
パ
イ

ヤ
ー
の
決
定
よ
り
レ
フ
ェ
リ
ー
の
決
定
に
従
ふ
。

 
 

解 
 

説

一
、
サ
ー
バ
ー
や
レ
シ
ー
バ
ー
が
サ
ー
ビ
ス
し
こ
れ
を
受
け
る
位
置
を
と
っ
た
後
サ
ー
バ
ー
が
サ
ー
ビ
ス
を
續
け
る
こ
と

を
や
め
る
様
な
動
作
や
行
動
を
と
っ
た
場
合
は
そ
の
サ
ー
ビ
ス
は
だ
ま
し
た
こ
と
に
な
る
。

（
規
則
第
十
四
條
第
八
項
を
見
よ
）

二
、
第
十
四
條
第
二
項
の
フ
ォ
ル
ト
は
次
の
如
し

 
 

ａ

打
た
れ
て
ゐ
る
間
シ
ャ
ト
ル
が
ラ
ケ
ッ
ト
に
よ
り
保
た
れ
た
場
合
即
ち
明
瞭
に
打
た
る
ゝ
代
わ
り
に
ラ
ケ
ッ
ト

に
ひ
っ
か
ゝ
っ
て
振
り
投
げ
ら
れ
た
場
合

 
 

ｂ

一
回
打
つ
中
に
シ
ャ
ト
ル
が
二
回
打
た
れ
た
場
合

三
、
但
し
次
の
場
合
は
フ
ォ
ル
ト
で
は
な
い
（
ス
ト
ロ
ー
ク
は
合
法
的
で
あ
る
）

 
 

ａ

シ
ャ
ト
ル
の
台
と
羽
根
が
同
時
に
打
た
れ
た
時
。

 
 

ｂ

シ
ャ
ト
ル
が
ラ
ケ
ッ
ト
の
い
づ
れ
か
ら
の
縁
で
打
た
れ
た
時
。

四
、
プ
レ
イ
ヤ
ー
が
規
則
第
十
四
條
第
六
項
に
ゆ
る
さ
れ
た
場
合
を
除
き
、
ラ
ケ
ッ
ト
又
は
体
を
以
て
相
手
の
コ
ー
ト
を

少
し
で
も
侵
し
た
場
合
に
は
妨
害
と
な
る
。
（
規
則
第
十
四
條
第
十
項
参
照
）

五
、
建
物
の
構
造
の
た
め
必
要
な
場
合
に
は
地
方
の
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
協
會
は
本
部
協
會
と
相
談
の
上
シ
ャ
ト
ル
が
妨
害
に

觸
れ
る
場
合
を
取
り
扱
う
細
則
を
作
る
こ
と
が
出
来
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
五



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
六

用

語

解

説

Acc

（
エ
ー
ス
）
―

１
點
ゲ
ー
ム
に
お
け
る
採
點
の
単
位
、
同
意
語
、「”

ス
コ
ア”

―
ポ
イ
ン
ト
」

Back  Boundary  Line

―

2
呎
離
れ
て
二
つ
の
後
の
境
界
線
が
あ
る
外
側
の
戰
は
シ
ン
グ
ル
ス
に
も
ダ
ブ
ル
ス

に
も
使
ふ
コ
ー
ト
の
後
の
境
界
で
あ
る
。
そ
れ
は
シ
ン
グ
ル
ス
、
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ト
、
ロ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
（
或
は

後
の
境
界
）
線
で
あ
る
、
内
側
の
線
は
ダ
ブ
ル
ス
の
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ト
の
時
だ
け
ロ
ン
グ
サ
ー
ビ
ス
ラ
イ
ン
と
し

て
使
は
れ
る
。

Backcourt  or  Back  Alley
―

二
つ
の
後
の
境
界
線
の
間
に
あ
る
區
劃
（
地
域
）
そ
し
て
後
境
界
線
の
前
に
續
い

て
ゐ
る
。

Balk

―

相
手
を
妨
げ
る
こ
と

Birds

―

シ
ャ
ト
ル
コ
ッ
ク

Change  Ends

―

コ
ー
ト
を
交
換
す
る
の
は
夫
々
の
ゲ
ー
ム
を
新
し
く
す
る
と
き
の
初
め
に
や
る
。
第
3
セ
ッ
ト
の

試
合
の
場
合
に
は
勝
っ
て
ゐ
る
方
の
点
數
が
半
分
よ
り
1
點
で
も
多
く
な
れ
ば
コ
ー
ト
を
變
え
る
。
即
ち

 
 
 
 
 
 
 
 

11
點

ゲ
ー
ム

時
は

6
點
に
な
る
と
交
換
す
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 

15
點

ゲ
ー
ム

時
は

8
點
に
な
る
と
交
換
す
る
。

 
 
 
 
 
 
 
 

21
點

ゲ
ー
ム

時
は

11
點
に
な
る
と
交
換
す
る
。

Cross  Court  N
et  Flight

―

羽
根
が
ネ
ッ
ト
テ
ー
プ
に
沿
っ
て
或
は
す
れ
す
れ
に
飛
ん
で
境
界
線
内
域
内
或
は

近
く
落
ち
る
の
を
云
ふ
。

D
ow

n-

―

サ
ー
バ
ー
の
失
敗
に
依
っ
て
起
き
た
損
害
を
云
ふ
。

 
 
 

ダ
ブ
ル
ス
の
場
合
（
第
一
回
の
場
合
を
除
い
て
）
パ
ー
ト
ナ
ー
の
夫
々
の
人
が1

回
宛
出
来
る
、
二
人
失
敗
す
れ

ば
相
手
が
わ
に
移
る
、
第
一
回
の
サ
ー
バ
ー
側
は
た
だ1

回
だ
け
の
ダ
ウ
ン
が
許
さ
れ
る
。

Ends

―

コ
ー
ト
の
一
方
の
側
を
云
ふ
。

H
airpin

（N
et

）Flight

―

ネ
ッ
ト
近
く
か
ら
シ
ョ
ー
ト
フ
ラ
イ
ト
す
る
こ
と
、
羽
根
が
ネ
ッ
ト
テ
ー
プ
近
く
ネ
ッ
ト

を
越
え
た
と
き
ネ
ッ
ト
の
他
の
側
に
チ
ッ
ク
落
ち
る
フ
ラ
イ
ト
の
こ
と
。

In  Play

―

サ
ー
ビ
ス
さ
れ
て
か
ら
ポ
イ
ン
ト
、
フ
ォ
ル
ト
、
レ
ッ
ト
を
宣
言
さ
れ
る
ま
で
の
間
を
云
ふ
。

Let

－

ノ
ー
カ
ウ
ン
ト
の
こ
と
。

Love  All

―

ゲ
ー
ム
を
始
め
る
時
に
於
け
る
ス
コ
ア
、
ゲ
ー
ム
の
終
り
は
セ
ッ
ト
。

N
et  Flight

―

ヘ
ア
ピ
ン
フ
ラ
イ

N
et  Play

―

プ
レ
ー
ヤ
ー
が
ネ
ッ
ト
の
近
く
の
場
所
か
ら
打
ち
返
す
こ
と
。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

一
七



一
八
―
二
三

略 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

二
四

 
 
 
 

日
本
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
協
會
役
員

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

事
務
所

東
京
都
千
代
田
區
神
田
駿
ケ
台
四
ノ
六

岸
記
念
体
育
館
内

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事
務
担
当
者

理

事

長 
 

角 
 

田 
 

賢 
 

三

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

常
務
理
事 

 

安 
 

村 
 

正 
 

和

二
五

會 
 

長

副

會

長

同理

事

長

常
務
理
事

同同同 顧

問

参

與

山

田

文

雄

白

石

謙

作

松

葉

徳
三
郎

角

田

賢

三

廣

田

兼

敏

安

村

正

和

兵

頭

昌

彦

猪

俣

基

次

平

沼

亮

三

横

瀬

三

郎

栗

本

義

彦

泰 
 
 

孝
次
郎

織

田

幹

雄

東
京
都
新
宿
區
若
松
町
七
三

東
京
都
渋
谷
區
鉢
山
町

大
阪
市
西
宮

大
阪
朝
日
新
聞
社
運
動
部

東
京
都
新
宿
區
若
葉
町
一
ノ
十
ノ
六

横
浜
市
中
區
山
下
町

横
浜
Ｙ
・
Ｍ
・
Ｃ
・
Ａ

東
京
都
千
代
田
區
富
士
見
町
一
ノ
十
六

東
京
Ｙ
・
Ｍ
・
Ｃ
・
Ａ

鎌
倉
市
岡
本
三
二

東
京
都
中
央
區
日
本
橋
江
戸
橋
一
ノ
一

三
菱
倉
庫
株
式
會
社

東 
 
 

俊

郎

Ｒ
・
Ｌ
ダ
ー
キ
ン

白

山

源
三
郎

本

島 
 
 

寛

Ｇ
・
ジ
ョ
ル
ゲ
ン
ソ
ン

柳

田 
 
 

亨

杉

山

ハ
リ
ス

ハ 
 

ラ 
 

ム

布

施

由

雄

黒

田

龍

馬

財
務
理
事

監 
 

事

同理 
 

事

同同同同

宮

岡

謙

次

仲

地

幹

雄

金 
 
 

貞

雄

林 
 
 
 
 

薫

畑

野

大

三

川

口 
 
 

清

石

渡

俊

一

川

崎

策

實

東
京
都
港
區
新
橋
四
ノ
三
二

東
京
都
中
央
區
日
本
橋
江
戸
橋
一
ノ
一

三
菱
倉
庫
株
式
會
社

東
京
都
千
代
田
區
有
樂
町
一
ノ
十
一

毎
日
新
聞
社
經
理
部

東
京
都
新
宿
區
若
葉
町
一
ノ
十
ノ
六

横
浜
市
中
區
山
下
町

横
浜
Ｙ
・
Ｍ
・
Ｃ
・
Ａ

大
阪
市
西
區
土
佐
堀
二
ノ
十
一

大
阪
Ｙ
・
Ｍ
・
Ｃ
・
Ａ

大
阪
市
西
宮

大
阪
朝
日
新
聞
社
運
動
部

大
阪
市
西
區
土
佐
堀
二
ノ
十
一

大
阪
Ｙ
・
Ｍ
・
Ｃ
・
Ａ



二
六

都
道
府
縣
ド
ミ
ン
ト
ン
協
會
支
部
一
覧
表

都

道

府

縣

名

東

京

都
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
協
會

大

阪

府
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
協
會

神
奈
川
縣
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
協
會

北

海

道
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
協
會

愛

知

縣
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
協
會

岡

山

縣
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
協
會

石

川

縣
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
協
會

岐

阜

縣
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
協
會

山

梨

縣
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
協
會

長

野

縣
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
協
會

宮

城

縣
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
協
會

福

岡

縣
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
協
會

岩

手

縣
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
協
會

千

葉

縣
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
協
會

新

潟

縣
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
協
會

茨

城

縣
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
協
會

責

任

者

山

田

文

雄

川

口 
 
 

清

廣

田

兼

敏

佐

藤 
 
 

保

青

井

節

郎

齋

藤 
 
 

實

久
保
田 

 
 

弘

大
間
地

元
之
助

原 
 
 

二
三
郎

田

子

一

郎

井

澤

平

勝

西

園

富

吉

小

泉

多
三
郎

秋

葉

喜

好

宮

岡

良

逸

 
 

協

會

所

在

地

東
京
都
港
區
司
馬
南
佐
久
間
町
一
ノ
二
二

大
阪
市
西
區
土
佐
堀
二
ノ
十
一
大
阪
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
内

横
浜
市
中
區
山
下
町
横
浜
Ｙ
Ｍ
Ｃ
Ａ
内

札
幌
市
大
通
一
ノ
二

北
海
道
配
電
株
式
会
社

名
古
屋
市
鐵
砲
町
三
ノ
二
三

東
海
ス
ポ
ー
ツ(

株)

岡
山
市
薪
西
大
寺
五
八

ス
ポ
ー
ツ
マ
ン
運
動
具
店

金
澤
市
上
堤
町

富
士
銀
行
金
澤
支
店
内

岐
阜
市
高
岩
町
二
六

津
和
電
機
有
限
会
社
内

甲
府
市
柳
一
丁
目

原
ス
ポ
ー
ツ
用
品
内

長
野
縣
松
本
市
役
所
内

松
本
体
育
協
會
事
務
局

仙
台
市

宮
城
縣
庁
体
育
課

福
岡
市
渡
邊
通
三
丁
目

西
日
本
鐵
道
株
式
会
社
内

岩
手
縣
教
育
委
員
會
事
務
局

千
葉
市
亀
井
町
八
三

昭
和
農
林
株
式
会
社
内

水
戸
市
南
馬
口
労
町
三
、
一
八
九

東
邦
社
内

檢印

昭和 24年 4月 1日印 刷

昭和 24年 4月 5日發 行
    【定價 ３０圓】
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